
寄　稿

2023.3 　17

１．はじめに

従来の農業では生産した農畜産物を日本国内のみで
販売することが一般的であり、海外展開を視野に入れ
ている農業者はほとんどいませんでした。しかし、現
在の日本の農業においては、農業従事者の急激な減少
や日本国内の市場の縮小という大きな試練に立ち向か
うために、農業の海外展開の動きが活発化しています。

これは、家族のみで農業を営むという従来型の農業
から、農業をビジネスとしてとらえて農業を「経営す
る」という観点・姿勢に変わってきていることとも密
接に関連しています。農業は、今や産業振興や雇用創
出、さらには地域社会の維持において欠かせない機能
を果たしており、事業拡大を目指している農業者も少
なくありません。しかし、前述のように日本国内では
人口減少による市場の縮小が予測されています。その
ため、今後の事業の成長のためには国内だけでなく海
外展開が大きな目標のひとつとなっています。この意
味において、ある面では特殊な産業であった農業も他
の産業と同じ状況になりつつあるとい
うことができるでしょう。

そこで、本稿では農業の海外展開の
状況とそのポイント、さらには今後の
展望について述べたいと思います。

２．農業の海外展開の方法

一般的な海外展開の方法としては輸
出（直接行う輸出だけでなく、商社や
代理店を通じた間接的な輸出も含みま
す）と直接投資（現地法人の設立や現
地法人への出資など）があります。こ
のほか、海外企業との業務提携や日本
国内における外国人観光客向けの販売
も海外展開に含むこともあります。

このように、海外展開の方法にはさまざまなものが
ありますが、主な農業の海外展開の方法としては、他
産業の海外展開と同様に（a）日本国内で生産した農
畜産物を海外に輸出するという方法と（b）農畜産物
を海外で現地生産するという方法があります。

なお、現在行われている農業の海外展開の多くは
（a）日本国内で生産した農畜産物を海外に輸出する方
法ですが、日本政府としても（b）農畜産物を現地生
産することにも積極的に取り組んでおり、数は少ない
ながらも海外において生産する農業者・企業も現れて
いますので、本稿では（b）についても取り上げてい
きたいと思います。

３．農畜産物の輸出

①農林水産物・食品輸出の現状
最も一般的かつ参入しやすい海外展開の方法は、国

内で生産した農畜産物の輸出です。実際、農水省は
2005年ごろから農林水産物・食品の輸出促進の施策

図表１　農林水産物・食品　輸出額の推移

出所：農林水産省
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_info/attach/pdf/zisseki-42.pdf
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を推し進めており、2021年には長年の目標であった年
間１兆円の輸出額を達成しました（2021年の最終的な
輸出額は約１兆2382億円）。輸出拡大はその後も続き、
2022年の輸出額は１兆4148億円となっています（図
表１）。2012年から2022年までの輸出額の推移を見て
みると、ここ数年の急激な輸出拡大が目立っています。　

農林水産物・食品の輸出の内訳をみてみると、その
多くは加工食品（特にアルコール飲料が多くなってい
ます）と水産物（特にホタテ貝の輸出額が多くなって
います）となっており、米などの穀物や野菜・果実と
いった青果物は輸出額としてはまだまだ多くありませ
ん（図表２）。

輸出先の国・地域を見てみると、中国が全体の約
20％を占めており、香港、アメリカ、台湾と続いてい
ます。上位10カ国・地域の多くはアジア諸国であり、
地理的な優位性も大きな要因となっているようです。

このように、日本の農業は国内市場の縮小という逆
風にさらされているなか、国をあげて海外への輸出に
積極的に取り組んでおり、その施策が実を結びつつあ
るということができます。そして、政府は、この輸出
拡大施策をさらに推進しており、2025年には２兆円、
2030年には５兆円の輸出額とする目標を立てていま
す。そのため、今後もさらなる輸出の拡大が見込まれ
ています。

ただし、前記のとおり、農産物の輸出額をみても、
その多くは加工食品であり、野菜・果実などや畜産品

の輸出額はまだまだ多くありません。これらの生鮮食
品の輸出額の伸びが大きくないのは、加工食品に比べ
ると日持ちしづらいために輸送コストがかさんだり、
輸出先でも低温での物流が必要となったりすることや
現地の農産物に比べて高価格となるため、購買層が限
定されるといった事情が原因と考えられます。しかし、
物流の発達や経済発展に伴い、生鮮食品の輸出も拡
大していくことが予想されています。

②農畜産物輸出の流れと留意点
農産物の輸出においても、他の工業製品などと同様、

多様な当事者が関与していることが通常です。特に、
農畜産物の場合には検疫が必要となったり、国や地域
によっては輸出証明書を取得する必要があったりしま
すので、その手続きを代理して行う事業者が関与する
ことも少なくありません。

そのため、農畜産物が生産者から海外の消費者の手
にわたるまでに、図表３のように多くの当事者が関与
することが一般的です。

この図は一例であり、当然ながら複数の役割を一当
事者が果たしたり、生産者あるいは輸入者自身が果た
したりすることもありますが、いずれにしても前記の
とおり農畜産物の輸出入には他の工業製品などとは異
なる規制があるため、輸出の際には各国・各地域の規
制をしっかりと調査することが必要です。これを怠る
と、輸出先で責任を問われたり、受け入れてもらえな

かったりという事態にもな
りかねません。

そのため、当該輸出先の
事情に詳しい日本国内の
パートナーや現地のパート
ナーが関与する例が多いの
が実情です。そして、これ
らのパートナーとの間で農
畜産物取引の契約や手続代
理のための契約を締結する
ことになりますが、特に海
外の事業者との契約につい
ては、他の産業と同様に商
慣習の違いや各国・各地域
の法規制を踏まえた契約を
締結する必要がありますの
で、状況に応じて日本国内
あるいは現地の弁護士など
の専門家に依頼することが
必要です。

図表２　2022年の農林水産物・食品　輸出額（１－12月）品目別

出所：農林水産省
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/e_info/attach/pdf/zisseki-42.pdf
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さらに、海外に農畜産物を輸出する際には、東京電
力福島第一原子力発電所事故による放射性物質に関
する規制が残っている国・地域があることにも注意が
必要です。すでに規制を撤廃したり、規制を緩和した
りした国・地域も少なくありませんが、日本からの輸
出のターゲットとなりやすいアジアやヨーロッパの
国々においてはなお規制が継続していますので、輸出
しようとする農畜産物が規制対象となっていないか、
規制をクリアできるかは事前に調査しておくことが必
要です（加えて、この規制は徐々に緩和あるいは撤廃
されていますので、その動きを注視することも必要で
す）。

また、海外に輸出した農畜産物に問題があった場合
にどのような責任を負うのかといったことや、その責
任をコントロールする方策について検討することも重
要です。特に、実際に農畜産物を口にする消費者とは
直接契約を締結することはできないため、契約による
法的リスクのコントロールが難しいことから、現地の
不法行為法のほかPL法の対象とならないか（加工食
品が対象となることは通常ですが、未加工の農畜産物
もPL法の対象となることがあります）を確認すること
が必要です。加えて、損害が生じた際に補填される
PL保険の加入の要否についても検討が必要でしょう。

③農業への新規参入
このように、他の工場製品などとは異なる注意点が

あるものの、農畜産物の輸出は比較的取り組みやすい
海外展開の方法です。そのため、これまで農業を行っ
ていない企業が国内だけでなく海外市場をターゲット
として日本国内で農畜産物を生産する事業に参入す
る、つまり農業への新規参入を検討したり、実際に実
行したりしている例も増加しています。そこで、日本
国内において農業に新規参入する際の法的なポイント
についても述べておきたいと思います。

農業に新規参入する際には、当然ながら農産物を生
産するための農地が必要です。農地については農地法
が規制をしていますが、農地とは「耕作の目的に供さ
れる土地」のことです（農地法２条１項。なお、農地

のほかに採草放牧地も農地法の規制対象となっていま
すが、畜産の場合はその形態により直接農地や採草放
牧地を利用しないこともあり、農地法の適用対象とは
ならないこともあります）。

農地を利用する場合には、その利用形態により農地
法の規制が異なっています。農地の利用形態としては、
農地の所有と賃貸借（リース）がありますが、いずれ
の場合でも一定の要件を満たしたうえで農業委員会の
許可を得ることが必要です。

農地の所有のうち、株式会社などの法人が農地を所
有して利用するためには、「農地所有適格法人」（農地
法２条３項）の要件を満たすことが必要です。その
要件の概要は図表４のとおりです。

これらの要件のうち、企業による農業への新規参入
の際に大きな障害となるのが議決権要件です。これは、
実際に農業に従事する個人（複数名でも可）が農業法
人の議決権の過半数を保有することを要求するもので
あるため、新規参入する企業自身が農地所有適格法人
の要件を満たすことができないだけでなく、農業法人
を子会社とすることすらできません。したがって、農
業に新規参入する際には、農地所有適格法人の要件を
満たすため、単独または複数の個人（新規参入する企
業の役職員や事業パートナーとなる農業者個人が一般
的です）に過半数の株式を保有してもらい、その株主
個人との間で株主間契約を締結して一定のコントロー
ルができるようにしているのが実情です。

他方、もうひとつの農地の利用形態である農地の賃
貸借（リース）の場合、必ずしも農地所有適格法人の
要件を満たす必要はありません。賃貸借の場合は、賃
貸借契約に解除条件が付されていることや役員または
重要な使用人の１人以上が農業に常時従事することと
いった要件を満たしていればよいとされています。そ
のため、農地を賃借する法人は企業の完全子会社とす
ることも可能であり、子会社のコントロールがしやす
いという利点があります（ただし、あくまでも賃貸借
であり所有ではないという点に注意が必要です）。

このように、企業が農業に新規参入する場合には農
地法の規制をクリアする必要があり、その際には子会

図表３　農畜産物が生産者から海外の消費者の手にわたるまでの流れ（一例）
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社管理という視点がポイントになります。また、完全
に自社のみで新規参入するパターンのほかに、地元の
農業者と合弁会社を設立して参入するといった方法も
ありますので、どのような形で参入するかについては、
どこで農地を取得するか、何を生産するかとあわせて
検討が必要です。なお、農地法の規制により、すでに
存在している農業法人に出資をすることについては制
限があり、また投下資本の回収方法が限られていると
いう現状からは、農業法人は純粋な投資対象となりづ
らいのが実情です。

４．農畜産物の現地生産

続いて、もうひとつの農業の海外展開の方法である
農畜産物の現地生産について検討していきたいと思い
ます。

海外で現地生産をする場合、最初に検討すべきなの
はいずれの国・地域で生産をするかということです。
海外における生産であっても、当然ながら農畜産物の
生産には農地が必要です。農地を含む土地の取得や利
用については、国・地域ごとにルールが異なっており、
そもそも外資系企業や外国人は土地を取得できなかっ
たり、政府の許認可が必要とされていたりなどさまざ
まです。なかには、外資による農地の取得については
一般の不動産以上に厳しい規制がかけられている例も
ありますので、事前に調査をすることが重要です。

農地の取得・利用が可能である場合でも、法規制に
より、あるいは実際の事業運営を見据えて、自社単独
ではなく現地のパートナーとともに合弁会社を設立し
て農業を始めることも少なくありません。この場合、
会社のコントロールのために現地の会社法に相当する
法令の調査が欠かせず、また株主間契約を締結するこ

とが必要になるでしょう。
さらに、生産した農畜産物を生産国で販売するのか、

それとも日本をはじめとした外国に輸出するのかとい
う販路についても事前に検討が必要です。国内販売の
場合には当該国内の民法や商法に当たる法令の調査が
必要となりますし、当該国・地域での責任をコント
ロールするための契約や保険も必要になるでしょう。
そして、農畜産物を輸出する場合には、実際に輸出が
可能であるか、どのような手続きが必要であるかと
いったことについて、調査・検討が必要です。

そのうえで、現地法人が利益をあげることができた
後には、その利益を日本の本社に還元することが必要
になりますので、どのような形で利益を日本の本社に
還元することができるか、タックスプランニングも含
めて事前に検討しておくことがビジネスの成功のため
には必要となるでしょう。

そのほかにも、現地で従業員を雇用するためには労
働法への対応が必要になりますし、生産する品種やブ
ランドなどの知的財産権の保護に関する法令への対応
も必要です。なお、近年、ビジネスと人権への取り組
みの必要性が大きくなっていますが、国や地域によっ
ては法整備が不十分なため、当該国・地域の法のもと
では違法ではない場合であっても、国際的な基準から
は不適切な取扱い（児童労働や搾取ととられかねない
低賃金労働、環境汚染など）があると取引の停止や不
買運動といった問題になるおそれがあります。そのた
め当該国・地域の法令はもちろん、国際的な基準から
判断することが求められることがあります。このよう
な観点からは、GLOBAL G.A.P.のような国際基準に
よる認証を得ることも検討に値するかもしれません。

このように、農畜産物を海外で生産する場合には、
市場の調査といったビジネス面のリサーチはもちろん

図表４　「農地所有適格法人」要件概要

法人形態要件 （a）株式会社（公開会社でないもの）、（b）農事組合法人、（c）持分会社（合名会社、合資会社、合同会社）のいずれ
かであること。

事業内容要件 主たる事業が農業であること。

議決権要件

農業関係者が総議決権・社員の過半を占めること。
〈主な農業関係者〉
・法人の行う農業に常時従事する個人
・農地の権利を提供した個人
・農地中間管理機構または農地利用集積円滑化団体を通じて法人に農地を貸し付けている個人
・法人に基幹的な農作業を委託している個人（作業委託農家）
・地方公共団体、農地中間管理機構、農業協同組合、農業協同組合連合会

役員要件
以下の２つの要件を満たすこと。
・役員の過半が、法人の行う農業に常時従事する株主などであること
・役員または重要な使用人の１人以上が、法人の行う農業に必要な農作業に従事すること
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ですが、それ以外にも法的側面から検討すべき事項が
数多くあります。そのため、やはり農畜産物の輸出に
比べて海外での現地生産はハードルが高いのが実情で
あり、まだまだ実例として多くはありません。

なお、自ら農畜産物を現地で生産するのではなく、
技術供与やコンサルティング、農業インフラの輸出と
いう形で海外展開を行っている例もあります。ほかに
も、農業ビジネスの海外展開として、スマート農業を
事業としているいわゆる農業ベンチャー、スタートアッ
プが海外に進出する事例も現れています。

５．今後の展望

これまで見てきたように、農業の海外展開としては、
（a）日本国内で生産した農畜産物を海外に輸出すると
いう方法と、（b）農畜産物を海外で現地生産するとい
う方法があり、現状では（a）の輸出が中心となって
います。この数年で日本の農畜産物の輸出額が大きく
増加していますが、世界の食糧市場は今後も大きく拡
大していくことが見込まれており、政府の後押しも
あってさらに輸出額が増加することが予想されます。

他方（b）の現地生産についてはまだまだ途上にあ
りますが、現地生産に取り組んでいる企業が現れはじ
めていることに加え、生産そのものを行うのではなく
技術やインフラの輸出といった形での海外展開は有望
視されています。実際、政府の施策ではこのような意
味での海外展開も支援しています。

このように、日本国内だけをターゲットとすると、
市場の縮小が予想されるため事業の拡大には困難が伴
うかもしれませんが、海外にも目を向けると農業は有
望な事業といえるかもしれません。農業は「食」とい
う人々にとってなくてはならない事柄に関わる事業で
あることも踏まえると、農業の事業拡大や農業への新
規参入を目指す企業が徐々に増えていくのではないで
しょうか。
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